
平成 24 年度の保険料率について（暫定案）

１．平成２４年度の保険料率について

（１）疾病保険料率について

現行の保険料率９．４％（※９．２５％）から０．４％引き上げ９．８％とし、なお収支不足がある場合は準備金を戻入する。

（※ 本来の保険料率は９．４％（被保険者４．７％、船舶所有者４．７％）であるが、被保険者保険料負担軽減措置により

０．１５％軽減している。（被保険者４．５５％、船舶所有者４．７％））

〔被保険者保険料負担軽減措置の控除率について〕

被保険者保険料負担軽減措置の控除率（現行０．１５％）を０．３５％に引き上げ、実質的な被保険者負担率は現行の

４．５５％を維持する。

（参考）

被保険者保険料負担軽減措置の控除率 ０．１５％ ０．３５％ ０．５０％（上限）

準備金取り崩し期間の目安（24 年度～） ４２年間 １８年間 １３年間

被保険者保険料負担軽減分準備金残高 平成２２年度 平成２３年度（見込） 平成２４年度（見込）

控除率０．１５％のケース １９２億円 １８８億円 １８３億円

控除率０．３５％のケース ― ― １７８億円

（２）災害保健福祉保険料率について

現行の保険料率１．４％から０．２％引き下げ１．２％とする。

（３）介護保険料率について

介護保険料率については、船員保険に加入する介護第 2号被保険者の総報酬額（標準報酬月額の総額と標準賞与額の合算額）と

介護納付金の額により機械的に算出されることとなるため、平成 24 年度においても変更を行う必要がある。（平成 23 年度 1.62％

→平成 24 年度【暫定値】1.71％）
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（参考）疾病保険料率を９．８％、災害保健福祉保険料率を１．２％、被保険者保険料負担軽減措置の控除率を０．３５％とした場合

平成２３年度 平成２４年度

被保険者負担分 船舶所有者

負担率
合 計

被保険者負担分 船舶所有者

負担率
合 計

被保険者負担率 控除率 被保険者負担率 控除率

疾病保険料率 ４.５５％ ０.１５％ ４.７％ ９.４％ ４.５５％ ０.３５％ ４.９％ ９.８％

災害保健福祉保険料率 ― ― １.４％ １.４％ ― ― １.２％ １.２％

合 計 ４.５５％ ０.１５％ ６.１％ １０.８％ ４.５５％ ０.３５％ ６.１％ １１.０％

（※）疾病任意継続被保険者 疾病 9.25％ → 9.45％、災害 0.50％→0.42％（合計 9.75％ → 9.87％）

独立行政法人等被保険者 災害 0.50％ → 0.41％

後期高齢者医療被保険者 災害 1.40％ → 1.20％
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